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はじめに 
このマニュアルは「パナソニックホームズ住宅点検業務」を実施するにあたり、検査の適正化及び⼀定の品質を

確保するための実務的な要領書になります。 

調査時には常に携帯し、検査に不備が無いよう参考にしてください。 

 

 

認定インスペクター（検査員）の⼼得 
（１）検査員は公正な調査を⾏うことに努め、依頼者との癒着やそれと疑われるような⾏動をしてはならない。 

（２）現場までの移動については、必ず⾃らの交通⼿段で⾏うこと。送迎（最寄駅からの送迎を含む）の依頼は

もちろん、相⼿からの申し出も受けてはならない。 

（３）⾞で移動する場合、現場の迷惑になるような駐⾞は避けること。近隣のコインパーキング等に駐⾞する等

の配慮を怠らない。 

（４）検査員は必ず本⼈が出向き実施しなければならない。 

（５）検査員は現場⽴会者が不快感を抱くような⾔動や⽴ち居振る舞いをしてはならない。 

（６）敷地に⽴ち⼊る前には必ず挨拶を実施し、無断で点検を開始してはならない。 

（７）検査員は調査結果の内容について誤解を招くような発⾔をしてはならない。 

   ※「これは酷い」、「直すのも⼤変だ」、「こんな家よく買いますね」、「値段が⾼すぎる（安すぎ

る）」、「私なら住まない」等不安を煽るような⾔動や⾏動 

（８）検査員はパナソニックホームズの点検業務に必要な知識や理解を得られるよう努めなければならない。 

（７）⽇頃より健康管理に留意しなければならない。 

 

検査員が約束すべき事項 
1. マナーを守る 

2. 調査時間を守る 

3. マニュアルに基づいて判定をする 

4. 調査で知り得た情報（個⼈情報、住宅情報）は、報告書以外で絶対に利⽤しない 

5. 持ち出した個⼈情報の管理を徹底する 

6. 事故無く安全に実施する 
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個⼈情報セキュリティルール※徹底順守 

個⼈情報の適正な取扱いについて、下記のルールに従い適切な業務の実施を⼼掛けてください。 
１．個⼈情報の適正な取扱い 
①委託元から受領した個⼈情報を本来の業務の⽬的以外に使⽤しないこと 
②個⼈情報は機密として管理するものとし、個⼈情報を第三者に開⽰、提供および漏えいしないこと 
③個⼈情報を業務の⽬的に必要な範囲を超えて、個⼈情報を複写･複製（パソコンへのダウンロードを含む）、 
加⼯しないこと 
 
２．個⼈情報へのアクセス 
役員および従業員（派遣社員、契約社員を含む。以下「従業員等」という。）のうち、個⼈情報にアクセスす 
ることができる者を限定し、それ以外の者にアクセスさせないこと 
 
３．個⼈情報の適正な保存 
①個⼈情報を含む書類・データの保存期間をそれぞれ定めること 
②個⼈情報は整理整頓し、不要な個⼈情報を定期的に廃棄・消去すること 
③瑕疵担保責任もしくは保証責任を負っている場合の個⼈情報の書類・データ、及び建設業法、税法その 
他法令上保管義務を負っている場合の個⼈情報を含む書類・データについては、当該期間経過後、速やか 
に個⼈情報を廃棄・消去すること 
 
４．個⼈情報の持出し管理 
①個⼈情報を社外へ持ち出すときは、必要最⼩限とし、使⽤後は確実に持ち帰ること 
②持ち出し中は、個⼈情報を常時携⾏し、⼿元から離さないようにすること 
③カバン・パソコン・携帯電話を、⾞や建設現場に放置したまま離れないこと 
④電⼦メールに個⼈情報データを添付して送信する時は暗号化して、送信先を確認の上送ること 
⑤個⼈情報をＦＡＸするときは、テスト送信の上、メモリー登録で送信すること 
⑥携帯電話は、暗証番号の設定により、ロックすること  
 
５．個⼈情報の廃棄・消去⽅法 
①個⼈情報を含むデータ・書類の消去・廃棄は、次のとおりとする。 
1. データ場合、必ずデータ消去ソフトによりすべての情報を消去すること 
2．書類の場合、シュレッダー裁断処理、溶解処理または焼却処理の何れかにより廃棄すること 
②パソコン・サーバ・電⼦記憶媒体の廃棄⽅法は、次のとおりとする。 
1．電⼦記憶媒体（ＳＤカード、ＵＳＢメモリ等）はハンマー等により記憶部を直接変形させ、破壊する 
2．パソコン・サーバ（リース物件でない）は、データ消去後、ハードディスクの記録部を直接変形するか、 
記録部にドリル等で２・３ヶ所の⽳を開けること 
 
６．情報システムのパスワード管理 

①他人に容易に推測されないパスワードを設定すること 

②パスワードは他人に知られないように管理すること （口外したり、身の回りに置かないこと） 

 
 
 
 
 
 
 

個⼈情報の管理を徹底してください。 

万が⼀、書類の紛失等があった場合は速やかに報告をお願いします。 
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検査の準備（服装、携⾏品）について 
【服装】 

  ・作業服、作業ズボン（ジーパン等は望ましくない。） 

  ・空調服（夏場の現場作業で必要な場合） 

  ・ヘルメット（外部検査時⼯事中の場合に使⽤） 

  ・室内履き（床を汚さないもの） 

  ・安全靴 

 ・ビブス（パナソニックホームズ検査員のマークが⼊ったもの） 

 【現場調査へ持参するもの】 

  ・⾝分証明書 

  ・タブレット⼜はスマートフォン（調査結果⼊⼒⽤） 

  ・デジタルカメラ 

  ・調査書類（付近⾒取図、平⾯図） 

  ・筆記⽤具、バインダー 

  ・コンベックス等の計測器 

  ・クラックスケール 

  ・ドライバー 

  ・タオル、バスタオル等（汚れ防⽌） 

 

   
 

 

 

ヘルメット 

ビブス 

TENKEN 作業

作業ズボン 

安全靴 
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検査業務フロー 
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使⽤図書︓平⾯図・⽴⾯図・建具表（内外）・電気位置図・展開図 

委託の流れについて 
（依頼について） 

① ＴＥＮＫＥＮより検査員へ検査の依頼をします。【検査候補リストを発送】 

② 検査員は依頼内容を確認し、受託または辞退の返信をおこなう。 

※⼯事完了⽇の翌⽇⼜は翌々⽇で調整してください。（最⼤ 3 ⽇後まで調整できますがパナソニックホーム

ズからは⾮推奨） 

（受託後の事前連絡及び変更について） 

③ 受託後、パナソニックホームズから検査員へ対象物件の資料が送付されす。（セコムファイル） 

④ 検査員は受託物件いついて担当者（拠点検査員）へ前⽇の最終確認連絡（⾬天延期や訪問時間等）をする。 

※上記連絡を⾏わなかった場合、⼜は担当者へ連絡したが当⽇検査を実施できない状態（未施⼯）である事を

TENKEN へ連絡しなかった場合は「当⽇キャンセル料」のお⽀払いが出来ない為注意してください。 

（検査実施後の⼿続きについて） 

⑤ 検査結果報告書（チェックシート・⾚⼊れ図⾯・写真）は貸与された ipad を使⽤し転送して下さい。 

報告書類は指摘の有無に関わらず、検査実施翌⽇の AM 中に報告をお願いします。 

※是正等、対応を急ぐ場合は、すぐにパナソニックホームズ⽀社検査員へ送信する。 

※各担当者様の連絡先は図⾯送付時に記載されています。 

各検査項⽬所要時間について 
 

委託業務は「HS 構法」、「NS 構法」、「F 構法」です。 

各商品の検査⽬安時間は「180 分/200 ㎡」を想定しています。 

⼯法について 
検査は「HS 構法」、「NS 構法」、「F 構法」について実施します。 

⼯法による検査内容の違いはありません。 

写真撮影について 
該当する箇所は全て写真撮影お願い致します。 

NG 箇所は、不合格内容が判る写真の撮影。写真台帳に添付。 

チェックシートの「写真撮影 CYZEN」に撮影箇所について記載がない場合は検査実施箇所を撮影 

部位の指定がある場合は指⽰に従う。 

「-」となっている箇所は撮影不要です。 

※撮影時は⼿振れやフラッシュに注意し、不安がある場合は 2 枚ほど撮影しておくと安全です。 

※撮影漏れがある場合は、再撮影を求められる場合があります。 
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竣⼯検査チェックシート 
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現場検査の内容について 

使⽤する図⾯について 

（電気・ガス設備位置図）          （平面図） 

  
 
（立面図）                           （外部・内部建具表） 

  
 
（展開図） 

 
 
 
 



パナソニックホームズ株式会社 住宅検査業務要領 

 

 11 / 41   

 

現場検査の内容について 

外観 

⽴⾯図等を確認し、当該物件が検査対象物件であることを確認し検査を実施してください。 

 

  
 

全景写真撮影時は周辺の状況に注意し、怪我などしないようにお願いします。 

 

基本情報 

 
 

検査員名、検査実施⽇、検査所要時間は必ず確認の上⼊⼒をお願いします。 

検査実施項⽬について 

 
検査を実施する際は下記の順で検査の重要度が決まっています。 

★⼀発合否項⽬と◎是正合否項⽬の検査を実施してください。（38 項⽬） 

それ以外に関しては実施可能な範囲でお願いします。 
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法令違反・安全未遵守 

№1〜№22 は⼀発合否科⽬になります。 

 

法令違反 

№1 防⽕ダンパー・耐⽕カバーが必要な個所に設置されている 

防⽕ダンパーは⽕災時の煙や延焼を防ぐ装置になります。 

主に外壁屋外フード内（キッチン）⼜は、屋外からダンパーの解除が出来ない⾼所部分に屋内⽤の中間ダンパー

を使⽤しています。図⾯上では FD と記載されています。 
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コンセント裏の使⽤確認 

防気カバー︓⼀般物件（耐⽕物件）の外壁コンセント等全てに施⼯ 

      樹脂製（やわらかい）のでコンセント隙間より確認 

 

耐⽕カバー（ボックス）︓イ準耐⽕建築物等（左下表にて確認） 

           耐⽕建築物等仕様確認は、図⾯仕様書にて確認 

           「延焼の恐れのある範囲」図⾯にて確認 
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№2 シャッターボックス 防⽕仕様の場合は、認定シールが貼付いている 

シャッターボックスが防⽕仕様の場合は、認定シールが貼付いているか確認する。 

 

№3 シャッターボックス 固定ビスが施⼯されているか確認（全箇所） 

シャッターボックスに固定ビスが施⼯されているか確認する。（全箇所） 
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№4 警報設備（天井設置）壁⾯から 60 ㎝以上（煙）、40 ㎝以上（熱） 

№5 警報設備（天井・壁設置）AC・ｴｱﾛﾊｽなど室内に給気する吹出⼝から 1.5ｍ以上 

№6 警報設備（壁設置）天井⾯から 15 ㎝〜50 ㎝ 

警報設備の壁面からの距離を確認する 

（参考） 

 

安全未遵守 

 

№7 ⼿摺⼦間隔 110 ㎜以内 

室内の階段手摺が格子の場合、格子の間隔を確認する。 

  

№8 階段 幅 750 ㎜以上、丸⼿摺⾼さ 750 ㎜程度、⼿摺壁 800 ㎜以上 

№9 階段以外 ⼿摺壁⾼さ:床から 1100 ㎜以上、⾜掛かりの上から 800 ㎜以上 

№10 ⾜掛かり 床から 650 ㎜以上確保（室外機、避難はしご等。室内カウンター⾼さ注意） 

各項目の高さ幅の確認をおこなう 
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階段有効幅の確認（750 ㎜以上）       ⾜掛かり（床から 650 ㎜以上確保） 

重要品質項⽬ 
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№11 基礎断熱ロックウール、基礎断熱⽋損部の補修がされている（⼾建） 

床下から断熱材の欠損を確認する。 

 

№12 天棚・収納可動棚・パイプ受け・洗⾯ユニット等の指定ビス採⽤、ゆるみなし 

触診により確認する。 

 

№13 収納棚に指定ビス（ビス頭が⽩・緑）が下地に効いている 

収納棚に指定ビスが使⽤されているか確認 ★指摘事例 
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⽩ビス・緑ビスの違いは、半ネジか 全ネジかの違いになります。 

厳密にいえば、固定物が箱物の様に壁までの距離が厚いものは、半ねじ薄いものは、全ネジです。（上図参照） 

検査では、「⽩ビス・緑ビス」か「それ以外のビス」かどうの確認を実施してください。 

また、ビス頭⽬視確認と共にドライバーにてビスが下地に効いているかの確認もお願い致します。 

指定ビス使っても空回り、ビスが効いていないは「否」になります。検査は抜粋検査です。 

№14 吊⼾棚収納の下地確認シールが貼られている 

吊⼾棚収納の下地確認シールが貼られている事を確認する。 
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№15 キッチンシンク下排⽔トラップからの漏⽔がない 

キッチンシンク下排⽔トラップからの漏⽔がないことを確認する。 

  
 

№16 給排⽔設備（接合部）からの漏⽔がない 

給排⽔設備（接合部）からの漏⽔がないかを確認する。 

 

№17 浴室の漏⽔がない 

浴槽に⽔を貯めて⽔位が下がるか確認する。 

 

検査開始時にここまで⽔を⼊れてしば

らく放置しておく。 

検査中に⽔位が下がっていたら漏⽔の

可能性あり。 
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№18 1F 床根太切断部を補強している 

床下点検⼝から⽬視可能な範囲で⽋損を確認する。 

 

№19 浴室天井ボード、配管、配線、ダクト貫通部気密テープ 

浴室天井ボード、配管、ダクト貫通部に気密テープが施⼯されていることを確認する 

  
※ダクト貫通部で銀テープが施⼯されている場合があるが、原則は気密テープ（⿊）が望ましい 

 



パナソニックホームズ株式会社 住宅検査業務要領 

 

 22 / 41   

 

№20 本体排⽔管 HT 管使⽤（エコキュート・ガス給湯器）、間接排⽔ 50 ㎜以上 

エコキュートの排⽔管が逆流対策の為 50 ㎜以上の距離が開いていることを確認する。 

  

№21 エコキュート配管接続部は露出しないよう遮光テープ巻き（紫外線劣化対応） 

エコキュートの配管にテープが巻かれていることを確認する。 

 
 

№22 その他未施⼯あり（詳細は「改善及び是正事項」欄に記⼊） 

その他、未施⼯が無いか確認する。 
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電気関連⼯事の確認 

 

通電状況の確認 

通電されていない場合は一発で NG になります。 
 

分電盤 

№23 回路数確認、設置位置が図⾯通りで、室名が記⼊されている（集合は指摘項⽬） 

電気設備仕様書に記載されている回路数と分電盤の回路数に相違が無いか確認する。 

 
№24 ⾃主点検シールの確認は任意確認ですが、同時に⾒れる項⽬になるので確認してください。 

 
貼ってなくても結果を「NG」とせず、

「対象外」としてください。 
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キッチン 

№28 ⾷洗器下コンセントの壁⾯固定、床下配管、貫通部の気密処理 

食洗器下の板を外してから配管を確認する 

  
〇コンセントを床から浮かして壁に固定している    ×コンセントが固定されていない 
 

 
×貫通部の気密処理がされていない 
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パワーステーション(太陽光発電＋蓄電池) 

№34 パワコン〜接続箱〜接続箱離隔（100 ㎜以上） 

検査物件に設置されている場合に確認をおこなう。 

 
 

警報設備 

№38 ⽕災報知器（熱・煙）が正常に作動する 

作動確認の上、位置等を計測する。作動確認は抜粋検査とする。（各階で２カ所程度） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ここを押すと作動確認テストをすることができます 
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エアロハス（コントロールパネル） 

№45 温度センサーが指定場所に設置できている 

図⾯を確認して温度センサーが指定の場所に設置されているかを確認する 

 

エコナビ搭載換気システム ＨＥＰＡ＋ 

№46 温度センサーが指定場所に設置できている 

外部基礎換気⼝から⽬視確認する 

  
 

№48 吹き出し⼝の⾵向・⾵量確認・床下 HEPA ⾵向と設置確認 

任意検査項目ですが、過去に風向きが逆方向だった事例がある為、確認をお願いします。 
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設備（給排⽔）の確認 

 

通⽔状況の確認 

通水されていない場合は一発で NG になります。 
 

排⽔桝 

№60ＡＣ室外機と屋外枡が⼲渉していない 

建物外周部を確認し。室外機が屋外桝に干渉していないことを確認する 

 

建物外部 
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その他 

№81 屋上へのエアコン室外機設置位置と架台種別の確認 

室外機が倒れた場合、転落しないように一定の距離が離されているか確認する。 

 
 

外部電気・機器 

 

スッキリポール 

№86 根巻（各施⼯説明書確認） 

スッキリポールが現場で施工されている場合は、立ち上げ部に根巻きがされていることを確認する。 
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外部給排⽔ 

 

給湯 給湯器 

№92 給湯器と隣地との隔離（600 ㎜以上）、物⼲し⾦具離隔（メーカー取説確認） 

ガス給湯器が施工されている場合、隣地との離隔を確認する。 
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その他 

 

天井 

№97 天井点検⼝のフタと設備機器の⼲渉がないこと 

№98 天井点検⼝上部断熱材敷き込み状況の確認 
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床下 

№100 バスルーム床下区画断熱材（集合） 

１階の床下点検口から確認が可能です。 

 

収納 

№101 押⼊れ前框のＬ⾦具の取り付け⽅ 

押し入れ前框と壁が固定されるように施工されていることを確認する 
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洋室 

№110 カウンターが外壁⽯膏ボードを切り⽋いて埋め込んでいない 

外壁に面した箇所に写真のような施工がされている場合は石膏ボードがくりぬきされている為、「NG」となります。 
それ以外は目視確認ができない為、「検査不可」にしてください。 

 

その他 

№115 その他図⾯と相違で是正あり（詳細は「改善及び是正事項」欄に記⼊） 

電気・ガス設備位置図 

■設置位置や個数等の状況を確認する。相違がある場合は図⽰する事 
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■情報盤 

  
■インターホン                ■浴室乾燥 

   
■スイッチ付きエアコンコンセント      ■ビルトインコンセント（確認できない場合あり） 
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平⾯図 

■平⾯図を使⽤し造作の施⼯状況を確認してください。 

■確認⽅法 

① 取り付けされた造作や床下・天井点検⼝の設置位置等を確認してチェックする。 

② 給排⽔設備の確認もこの図⾯でチェックする。 

③ 位置変更や不備（施⼯不備）がある場合は図⽰して分かり易いように記載する。 

 

 
 

■ブラインドフック           ■ハンギングバー（⾐⽂掛け） 

  
■下げ天井︓位置等の変更が無いかを確認する。 
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■室内物⼲し︓図書に記載通りの⼨法が確保できているか確認する。 

  
 

■収納︓中棚の確認、有効幅（ポールを中⼼に奥⾏き 30 ㎝確保できている事）を確認する。 

  
 

■カーテンレール︓設置状況の確認 

   
 

■床下・天井点検⼝︓図⾯と位置を確認し相違があれば図⽰する。 
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⽴⾯図 

■⽴⾯図を使⽤し⽴⾯図と外観の照合をしてください。 

 

  

  
■確認⽅法 

①窓の位置等を図⾯と⽐較しチェックする。 

②基礎、外壁、屋根、樋等に不具合がある場合は記載する。 

③換気扇フードの位置確認をおこないチェックする。 

建具表 

上︓外部建具表 下︓内部建具表 ※１枚に内外部記載の場合もあります。 

■内外部の建具表より建具の仕様が図書通りかを確認する。 

①⽬視にて現況と仕様に変わりがないか確認する。 

   

換気扇フードの位置確認 
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②現況と図を⽐較する。仕様が他と異なる（特別な）箇所を重点的に確認する。 

  

展開図 

 

 
標準展開図以外の「展開図」は施主の要望によって施⼯された造作になります。 

この「展開図」が図書としてある場合は⼨法などを計測し、間違いがないか必ず確認をお願いします。 
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その他 施⼯間違い等 

検査対象の項⽬ではないものもありますが、検査中に気が付いた場合は指摘してください。 
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